様式第2号（第2条関係）

誓約書

	誓約事項
	チェック欄

	申請をする事業場は、国助成金以外に国又は地方公共団体から生産性の向上及び労働能率の増進に資する設備投資等を対象とした補助等の対象となった事業場ではありません。
	□

	本社は、市税を滞納していません。
	□

	本社は、政治的活動又は宗教的活動を目的とする事業を行うものではありません。
	□

	本社は、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業を行うものではありません。
	□

	本社は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行うものではありません。
	□

	本社は、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。）ではありません。
	□

	本社の役員及び使用人（支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者（営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。）をいう。）は、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。）ではありません。
	□

	本社の役員及び使用人は、岐阜市暴力団排除条例（平成24年岐阜市条例第13号）第6条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではありません。
	□


※　国助成金とは、中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業務改善助成金）をいう。

上記「誓約事項」について、事実と相違ないことを誓約します。
誓約事項について疑義があるときは、貴市が関係機関に照会することについて承諾します。虚偽等が判明した場合には、岐阜市補助金等交付規則（平成10年岐阜市規則第55号）第19条又は第20条の規定により、奨励金の交付決定の取消し又は返還命令を受けても異議を申し立てしません。

　　　年　　月　　日

（あて先）岐　阜　市　長

事業場名　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
事業場の代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　


